
長崎市債権管理条例 

（目的） 

 第１条 この条例は、市の債権の管理について市長等の責務を明らかにす

るとともに、債権管理に関する事務の処理について必要な事項を定める

ことにより、市の債権の適正な管理を図り、あわせて債務者に対する適

切な措置を講じ、もって健全な財政運営及び市民生活の安定に資するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

 該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 市の債権  金銭の給付を目的とする本市の権利をいう。  

 ⑵ 市長等 市長及び上下水道事業管理者をいう。  

 ⑶ 非強制徴収公債権 市の債権のうち、地方自治法（昭和２２年法律

 第６７号）第２３１条の３第１項に規定する歳入に係る債権で、強制

 徴収公債権（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に基づく

 徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分

 の例により処分することができるものをいう。次号において同じ。）

 以外のものをいう。 

 ⑷ 私債権 市の債権のうち、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権以

外のものをいう。 

（他の法令等との関係） 

第３条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条

例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。  

（市長等の責務） 



 第４条 市長等は、法令及び条例の定めるところにより、市の債権を適正

に管理しなければならない。 

２ 市長等は、市の債権について債務者の収入状況、滞納理由その他必要

な事項の把握に努め、適切な措置を講ずるものとする。 

 ３ 市長等は、市の債権の管理に関する事務の遂行に当たり、生活困窮者

を把握したときは、当該生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援法（平

成２５年法律第１０５号）に基づく事業の利用勧奨その他適切な措置を

講ずるように努めるものとする。 

（台帳の整備） 

第５条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、別に定める事項を記  

 載した台帳（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

 っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算

 機による情報処理の用に供されるものをいう。）を含む。）を整備する

 ものとする。 

（遅延損害金） 

 第６条 市長等は、私債権について地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号。以下「令」という。）第１７１条の規定により督促を受けた者

が、当該督促に係る私債権を履行する場合において、契約に別段の定め

があるものを除き、その私債権の額が 2,０００円以上であるときは、当

該金額（ 1,０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

）に、その履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、法定

利率（民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条の規定による割合を

いう。）を乗じて計算した金額を遅延損害金として徴収する。ただし、

遅延損害金の額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が 1,０

００円未満であるときは、その端数金額又はその全額は徴収しない。 



２ 前項に規定する法定利率は、閏
じゅん

年の日を含む期間についても、３６５

日当たりの割合とする。 

３ 市長等は、やむを得ない理由があると認めるときは、遅延損害金を徴

 収しないことができる。 

（債権の放棄） 

第７条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権（以下「非強制徴収公債

 権等」という。）について、次の各号のいずれかに該当するときは、当

 該非強制徴収公債権等及びこれに係る延滞金（長崎市使用料等の延滞金

 及び督促手数料に関する条例（昭和３９年長崎市条例第２３号）第４条

 の規定により徴収する延滞金をいう。）、遅延損害金その他徴収金（以

 下「延滞金等」という。）を請求する権利の全部又は一部を放棄するこ

 とができる。 

 ⑴ 債務者が著しい生活困窮状態（生活保護法（昭和２５年法律第１４

  ４号）の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。）に

  あり、かつ、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認め

  られるとき。 

 ⑵ 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項その他の法令

の規定により債務者が非強制徴収公債権等につきその責任を免れたと

き。 

 ⑶ 私債権について消滅時効に係る時効期間が経過したとき（債務者が

  時効の援用をしない特別の理由があると認められるときを除く。）。 

 ⑷ 令第１７１条の２の規定による強制執行等又は令第１７１条の４の

  規定による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に

  債務が履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近

  い状態にあり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認



  められるとき。 

 ⑸ 令第１７１条の５の規定による徴収停止の措置をとった場合におい

  て、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後にお

  いてもなお債務を履行させることが困難又は不適当であると認められ

  るとき。 

 ⑹ 債務者が死亡し、相続人がその債務について限定承認をした場合、 

相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、  

その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して

弁済を受ける市の債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超え

ないと見込まれるとき。 

２ 市長は、前項の規定により非強制徴収公債権等及び延滞金等を請求す

 る権利を放棄したとき並びに次項の規定による報告があったときは、そ

 の旨を議会に報告しなければならない。 

３ 上下水道事業管理者は、第１項の規定により非強制徴収公債権等及び

 延滞金等を放棄したときは、その旨を市長に報告しなければならない。  

（債務者情報の利用） 

 第８条 市長等は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合にお 

  いて、市の債権の管理に関する事務を適正かつ効率的に遂行するため必 

  要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、法令又は他 

  の条例の規定に従い、当該市の債権の債務者に関する情報（市長等が別 

  に定めるものに限る。）を同一の実施機関（長崎市個人情報保護条例（ 

  平成１３年長崎市条例第２７号）第２条第２号に規定する実施機関（地  

  方独立行政法人長崎市立病院機構を除く。）をいう。以下同じ。）内に 

  おいて利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集する  

  ことができる。 



２ 市長等は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を市の債権の

管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。  

３ 市長等は、第１項の規定により利用し、又は収集した情報を本市の債

権の管理に関する事務に利用する場合は、債務者及び第三者の権利利益

を不当に侵害することのないようにしなければならない。  

（委任） 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の規定（第６条の規定を除く。）は、この条例の施行の日前

 に発生した市の債権についても適用する。  

 （長崎市立保育所条例の一部改正） 

３ 長崎市立保育所条例（昭和２４年長崎市条例第５号）の一部を次のよ

 うに改正する。 

第９条を削り、第１０条を第９条とする。  

 （長崎市水道事業給水条例の一部改正） 

４ 長崎市水道事業給水条例（昭和３３年長崎市条例第１７号）の一部を

 次のように改正する。 

第３３条の２を削る。 

 （長崎市立高島幼稚園条例の一部改正） 

５ 長崎市立高島幼稚園条例（昭和３９年長崎市条例第１９号）の一部を

 次のように改正する。 

第７条を削り、第８条を第７条とする。  



 （長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の一部改正）  

６ 長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例（平成２７年長崎市条例第５４

 号）の一部を次のように改正する。  

第９条を削り、第１０条を第９条とする。  

 （長崎市学校給食の提供に関する条例の一部改正）  

７ 長崎市学校給食の提供に関する条例（平成３０年長崎市条例第５１号

 ）の一部を次のように改正する。 

第８条を削り、第９条を第８条とする。  


